
 

令和７年度第３回四街道市水道事業及び下水道事業運営審議会 

会議次第 

 

 

日時 令和７年１０月１５日（水）午後１時３０分 

場所 四街道市企業庁舎２階会議室        

 

 

１．開会 

 

２．会長挨拶 

 

３．議題 

  ①県内の下水道事業体との比較について 

  ②下水道事業に対する一般会計繰入金について 

③下水道使用料の改定案について 

 

４．その他 

 

５．閉会 

 



県内の下水道事業体との
比較について

２０２５（令和７）年１０月
四街道市 上下水道部

資料①
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① 県内下水道使用料の一覧

② 四街道市と県内事業体との比較
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別紙



① 県内下⽔道使⽤料の⼀覧
・2025（令和７）年10⽉時点の四街道市の下⽔道使⽤料は千葉県平均とほぼ同額となっています。
・下⽔道事業は公営企業であり原則として独⽴採算であるべきですが、汚⽔処理に要する経費に対して下⽔
道使⽤料が安価に設定されており、市税収⼊等から⾚字補てんをする構造が多く⾒られます。
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千葉県内の下⽔道使⽤料⼀覧
（20㎥/月、税込）（円）

※令和７年10⽉時点⾒込み
全国平均のみ令和6年3⽉時点

出典︓各市町村ホームページ、e-Stat（令和5年度地⽅公営企業決算状況調査）

※令和7年10⽉改定予定を反映済み
（市原市︓16.9％、館山市︓28.0％）

※印旛管内の事業体を⻩⾊で表⽰しています
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四街道市と千葉県内下水道事業体の比較について（2023（令和５）年度決算状況調査をもとに千葉県が作成した決算カードより加工）

単独処理場保有団体➡ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
流域下水道接続団体➡ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

料金関連（単位：円）

千葉市 銚子市 市川市 船橋市 館山市
木更津
市

松戸市 野田市 茂原市 成田市 佐倉市 東金市 旭市
習志野
市

柏市 市原市 流山市
八千代
市

我孫子
市

鎌ケ谷
市

浦安市
四街道
市

袖ケ浦
市

八街市 印西市 白井市 富里市 香取市
大網白
里市

酒々井
町

栄町 芝山町 長生村
君津富
津広域
下水道

千葉県
平均

流域下
水道接
続のみ
平均

使用料20㎥/月　Ａ 2,035 3,003 2,634 2,211 2,660 2,552 2,468 2,310 3,080 1,980 2,472 2,714 2,750 2,192 2,357 2,140 2,200 2,101 2,453 2,698 1,848 2,574 2,344 2,750 2,178 2,200 2,310 2,530 3,630 2,266 2,550 3,850 2,420 2,750 2,506 2,323
使用料単価 　　Ｂ 134.6 171.2 144.6 140.1 166.9 142.1 150.4 141.7 175.0 116.8 145.7 150.2 172.4 156.3 146.7 126.5 126.5 125.0 141.6 156.6 118.5 130.9 135.0 140.0 121.8 120.8 132.4 151.7 189.9 122.0 133.8 99.5 157.0 148.9 142.2 133.6
使用料単価の効率性
＝(Ｂ×20)／Ａ　※

1.32 1.14 1.10 1.27 1.25 1.11 1.22 1.23 1.14 1.18 1.18 1.11 1.25 1.43 1.24 1.18 1.15 1.19 1.15 1.16 1.28 1.02 1.15 1.02 1.12 1.10 1.15 1.20 1.05 1.08 1.05 0.52 1.30 1.08 1.15 1.15

他団体と比較した
本市の状況

財務分析①（％）
収益勘定繰入金比 25.9 35.8 15.6 31.8 57.5 29.9 15.9 21.3 21.3 8.2 6.0 34.0 47.8 18.7 14.0 16.6 11.9 15.1 12.0 15.1 4.2 11.3 22.4 32.9 4.9 3.4 22.8 36.6 18.1 2.8 2.7 43.5 68.5 14.3 21.8 12.6
資本勘定繰入金比 17.3 69.1 3.7 17.3 21.9 2.3 20.0 5.4 11.0 6.7 10.9 14.7 50.0 1.3 36.0 22.8 5.5 16.7 30.2 22.9 7.4 22.0 1.5 16.7 5.6 44.7 28.8 6.9 28.5 9.0 16.0 88.7 0.0 28.5 20.3 18.0
企業債残高対事業規模比 860 1513 995 837 2509 1737 324 851 467 326 96 120 0 400 381 692 612 357 326 280 278 303 473 1295 185 110 444 440 377 161 352 1258 5403 874 754 396

他団体と比較した
本市の状況

財務分析②
使用料単価（円）　Ｘ 134.6 171.2 144.6 140.1 166.9 142.1 150.4 141.7 175.0 116.8 145.7 150.2 172.4 156.3 146.7 126.5 126.5 125.0 141.6 156.6 118.5 130.9 135.0 140.0 121.8 120.8 132.4 151.7 189.9 122.0 133.8 99.5 157.0 148.9 142.2 133.6
汚水処理原価（円）Ｙ 124.3 176.1 147.8 150.0 393.0 153.4 150.4 150.0 132.4 116.6 123.7 152.9 405.5 145.3 143.5 151.0 131.2 122.9 150.1 156.6 107.2 130.4 152.8 142.9 112.6 109.7 159.1 180.7 196.8 148.0 193.8 273.4 583.1 141.5 176.7 134.7
経費回収率（％）Ｘ／Ｙ 108.3 97.2 97.9 93.4 42.5 92.7 100.0 94.4 132.1 100.1 117.8 98.2 42.5 107.6 102.2 83.8 96.4 101.7 94.4 100.0 110.6 100.4 88.3 98.0 108.2 110.1 83.2 83.9 96.5 82.5 69.0 36.4 26.9 105.3 91.2 100.0

他団体と比較した
本市の状況

費用構成比率（％）
職員給与費 2.5 3.9 3.8 2.6 7.6 2.6 1.9 3.2 6.7 2.3 4.5 5.2 7.4 4.0 2.2 3.6 2.7 4.0 2.7 5.1 1.5 3.3 5.3 8.0 2.8 2.7 3.8 6.0 6.3 1.5 1.7 6.0 4.0 4.7 4.0 3.3
支払利息 9.2 8.0 5.6 9.3 10.4 5.5 5.9 5.1 2.6 1.9 1.2 3.0 8.4 5.0 4.2 3.8 6.3 2.8 4.9 4.3 2.6 2.6 4.1 5.9 1.0 1.1 2.8 2.6 3.9 2.3 4.2 3.0 9.6 3.8 4.6 3.4
減価償却費 57.7 67.4 48.2 57.6 49.4 73.2 54.2 65.3 64.2 66.4 49.3 71.6 48.1 57.1 51.6 63.4 45.4 47.4 52.4 55.9 44.0 55.9 59.2 63.9 65.8 62.5 58.5 67.6 68.7 55.2 61.7 62.1 60.8 67.3 58.8 55.9
動力費 0.0 3.1 0.9 3.1 2.5 2.6 0.5 0.5 4.4 1.0 0.4 2.5 2.6 0.0 0.2 3.8 0.0 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 4.2 0.0 0.5 0.5 1.1 4.5 3.0 0.9 4.0 0.0 0.0 3.7 1.5 0.4
修繕費 2.9 1.2 2.3 1.2 1.7 1.2 0.8 1.1 4.0 1.0 2.1 0.9 3.2 3.4 1.9 3.0 0.5 2.3 2.5 0.7 0.8 3.4 0.6 0.4 1.0 1.0 6.2 0.4 0.4 1.7 2.1 1.1 0.4 1.9 1.7 1.7
委託料 15.8 11.6 7.2 16.0 23.2 11.8 6.7 4.3 15.8 6.4 5.8 14.7 27.0 19.6 5.8 20.7 2.6 3.9 5.1 5.1 5.4 7.7 21.2 4.5 6.3 5.5 7.6 5.2 16.0 5.1 21.8 25.6 21.7 16.8 11.7 5.5
その他 12.0 4.8 32.0 10.2 5.3 3.1 30.0 20.6 2.3 21.0 36.9 2.0 3.4 10.8 34.2 1.7 42.5 39.3 32.2 28.8 45.3 26.9 5.4 17.3 22.7 26.7 20.0 13.6 1.8 33.3 4.5 2.3 3.5 1.7 17.6 29.9

他団体と比較した
本市の状況

資本的支出（単位：億円）
建設改良費 102.7 1.5 87.5 100.5 1.3 10.4 46.9 9.6 6.9 12.0 6.4 0.5 0.6 24.3 25.5 35.3 12.4 10.3 10.1 9.9 4.9 2.1 1.4 2.6 2.6 1.8 0.9 13.4 0.8 1.1 3.4 0.1 2.7 5.6 16.4 10.0
企業債償還金 154.4 9.7 20.8 97.2 4.5 15.0 36.5 10.2 4.8 3.8 2.1 5.8 2.9 21.1 26.5 15.5 10.0 4.8 8.6 6.8 9.5 3.0 5.0 2.8 1.2 0.7 1.6 6.0 5.3 0.5 1.7 0.6 2.7 4.4 14.9 8.0

他団体と比較した
本市の状況

※参考

管渠老朽化率（％） 8.2% 0.0% 10.2% 6.9% 0.0% 2.2% 10.5% 3.1% 13.2% 17.6% 9.1% 0.0% 0.0% 16.6% 7.8% 7.0% 0.0% 7.4% 14.6% 0.9% 1.2% 3.4% 1.0% 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 5.2%

資本的収入（単位：億円）
企業債 105.3 1.1 58.5 63.4 2.9 5.6 26.2 5.1 2.7 7.2 1.3 0.6 0.7 10.0 16.4 18.8 3.4 2.8 5.5 5.9 6.9 1.1 1.5 1.1 1.4 0.6 0.4 7.7 2.3 0.6 1.6 0.0 0.4 2.6 10.9 5.4
国・都道府県補助金 26.6 0.7 17.4 37.5 0.5 4.7 14.3 3.5 2.5 2.9 0.7 0.2 0.0 8.4 4.5 11.0 3.4 1.3 3.9 1.7 0.5 0.4 0.4 0.8 0.5 0.3 0.2 5.9 0.4 0.1 1.8 0.0 0.6 2.0 4.7 2.4
他会計繰入金 27.6 4.2 3.1 22.6 1.0 0.3 10.5 0.5 0.9 0.8 0.3 0.1 1.2 0.3 12.7 9.0 0.5 0.9 4.1 2.4 0.6 0.4 0.0 0.4 0.1 0.9 0.3 1.0 1.1 0.1 0.7 0.7 0.0 1.8 3.3 2.2
工事負担金 0.2 0.0 2.9 7.3 0.0 0.3 1.6 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 3.5 1.7 0.5 2.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 0.5
補填財源 98.0 5.7 26.5 64.5 1.4 14.5 30.8 10.1 3.9 3.9 6.0 5.4 1.0 16.9 16.7 11.6 13.1 9.7 6.0 6.8 6.3 3.2 4.4 2.6 1.5 0.5 1.6 4.3 2.2 1.3 1.0 0.0 2.6 3.5 11.4 7.5

他団体と比較した
本市の状況

繰入金関連（単位：億円）
純利益（純損失） 9.1 0.3 0.1 4.6 0.4 5.1 4.7 0.1 0.7 0.8 4.4 1.7 0.8 4.5 5.5 0.0 2.1 0.7 3.4 1.5 1.7 0.4 2.2 1.4 1.7 0.6 0.8 1.3 0.7 -0.4 0.2 0.0 1.2 2.7 1.9 1.8
収益勘定_基準内繰入金 51.5 4.5 12.7 41.0 1.4 7.5 17.9 6.4 3.0 1.8 2.3 3.7 1.0 11.4 13.2 6.2 4.2 5.3 3.1 1.3 1.6 2.3 0.6 1.3 1.4 0.4 1.8 4.6 1.7 0.1 0.2 0.1 1.1 3.6 6.5 4.0
うち分流式基準内繰入金 0.0 4.0 0.0 6.2 0.0 1.7 9.3 3.7 2.1 0.0 0.0 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.1 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 1.5 2.4 1.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.2 1.2 1.1
収益勘定_基準外繰入金 20.6 0.4 0.5 11.3 1.7 5.6 0.1 0.9 0.0 1.1 0.0 1.7 1.8 0.1 0.8 3.6 0.3 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 2.7 1.5 0.0 0.1 0.4 0.8 0.7 0.0 0.0 0.4 2.6 0.7 1.8 0.4
資本勘定_基準内繰入金 17.0 1.0 1.3 9.9 0.4 0.3 1.0 0.3 0.9 0.8 0.3 0.0 0.5 0.3 0.9 1.4 0.5 0.9 2.2 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.6
資本勘定_基準外繰入金 10.6 3.2 1.7 12.8 0.6 0.0 9.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 11.8 7.6 0.0 0.0 2.0 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.4 1.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.8 2.0 1.6

他団体と比較した
本市の状況

資本的支出の金額については、事業規模や処理場の有無、供用開始時期による老朽化の進みの違いがあるため一概には比較できないものとなっているが、「※参考」として示している管渠老朽化率が高い場合は、下水道管の老朽化対策としての更新事業費が大きくなっ
ていると考えられる。

本市の建設改良費に対する企業債の割合は5割程度、補助金の割合は2割程度でおおむね平均的となっている。
なお、処理場に関する事業費に対しては補助金が充実しているため、建設改良費に対する補助金の割合が高くなる傾向がある。

多くの団体が不足する下水道使用料収入に市税収入等から補てん（基準外繰入）をすることで使用料を安く抑えている状況にあり、令和5年度決算時点の千葉県内で基準外繰入金を入れていない団体は本市を含めて7団体となっている。
ただし、下水道事業は公営企業であり、原則として受益者負担に基づく独立採算を求められているため、多くの団体が近い将来の下水道使用料の改定に取り組んでいる。

本市の汚水処理原価は千葉県平均より低く、流域下水道接続のみ団体とおおむね同様の水準となっている。また、単独処理場を保有している団体と流域下水道接続のみ団体を比べると、流域下水道による大規模処理の効率性により汚水処理原価が低くなっている。
本市は経費回収率が100％をわずかに上回っているが、100％を下回っている場合、汚水処理にかかった経費を下水道使用料で回収できていないことになるため、数値の改善が必要な経営状況であると言える。

20㎥/月の下水道使用料は県内平均に近いが、年間の下水道使用料収入を有収水量で割り返した使用料単価が県内平均よりも低くなっている。
※下水道使用料収入の効率性を示す「使用料単価の効率性」が、特殊な使用料体系となっている芝山町を除くと八街市と並んで県内で最も低くなっており、高い従量使用料を支払う大口使用者が少ないことが主な原因だと考えられる。

繰入金比率については、県内平均よりも低く、本市同様に流域下水道接続のみ団体と比較するとおおむね平均的な比率となっている。
なお、単独処理場を保有している団体は、費用に対して不足している下水道使用料を繰入金で補てんしている場合が多く、収益勘定繰入金比が高くなる傾向にある。
企業債残高については県内平均を下回っているが、流域下水道接続のみ団体だけの平均は396であり、本市の303と近い数値となっている。また、本指標には一般会計の財源で実施する雨水分企業債残高が含まれているため、単純比較できないことに注意が必要。

本市はおおむね平均的な費用構成比率となっているが、令和5年度は雨水幹線の修繕が高額であったため、修繕費の比率が高くなっている。
なお、処理場を保有している場合は、処理場の管理委託が高額になるため委託料が高くなる傾向がある。一方で、流域下水道接続のみ団体については、流域下水道維持管理費負担金が高額になるためその他が高くなる傾向にある。

資料①別紙



下水道事業に対する
一般会計繰入金について

２０２５（令和７）年１０月
四街道市 上下水道部
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① ⼀般会計繰⼊⾦の種類について
（１）⼀般会計繰⼊⾦

・地方公営企業である下水道事業に対しては、地方公営企業法第17条の２において、一般会計等が原則
として繰り入れるべき経費が定められています。
・主なものとして、⾬水公費、汚水私費の考えに基づく「⾬水処理に要する経費」と、公共⽤水域の水質保全
効果が⾼く合流式に⽐べて公的な便益が⾼い反⾯で整備費が割⾼である分流式下水道に対する「分流式
下水道等に要する経費」があります。

地方公営企業法（抜粋）
（経費の負担の原則）

第１７条の２ 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、
地方公共団体の一般会計⼜は他の特別会計において、出資、⻑期の
貸付け、負担⾦の⽀出その他の方法により負担するものとする。
１ その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てるこ

とが適当でない経費
２ 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を⾏なつてもなおその

経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められ
る経費

令和７年度の地方公営企業操出⾦について(通知）（抜粋）
第７ 下水道事業

１ ⾬水処理に要する経費
（１）趣旨
⾬水処理に要する経費について繰り出すための経費である。

（２）繰出しの基準
⾬水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額とする。

２ 分流式下水道等に要する経費
（１）趣旨
分流式下水道（中略）等に要する資本費の一部について繰り出すた
めの経費である。

（２）繰出しの基準
分流式の公共下水道（中略）に要する資本費のうち、その経営に伴う
収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。

整備費が安い
⾬水と汚水を１本の下水道管で合流させて一括で浄化処理

整備費が⾼い
⾬水管と汚水管の２本の下水道管を整備して、⾬水は川等
に放流し、汚水は浄化処理

合流式

分流式
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① ⼀般会計繰⼊⾦の種類について
（２）基準内繰⼊⾦と基準外繰⼊⾦

・下水道事業の現在の主な繰入⾦は、「⾬水処理に要する経費」である⾬水処理負担⾦となります。
・2022（令和４）年度までは、汚水処理にかかる経費に対して不⾜する収入の補てんのため、基準から外
れた繰入⾦を市の一般会計から下水道事業に繰り入れていましたが、 2023（令和５）年度の使⽤料改
定により基準外の繰入⾦はなくなっています。

2022（令和４）年度　下水道事業決算

収益（６．１億円） 費用（６．１億円） 収益（１３．９億円） 費用（１３．８７億円）

支払利息　０．２億円

収益的収入および支出（損益計算書ベース、税抜）

雨水事業 汚水事業

長期前受金戻入
４．３億円

雨水処理負担金
１．７億円

※基準内繰入金

維持管理費等　０．８億円 維持管理費等
２．０億円

国庫補助金等 ０．１億円

減価償却費等
５．１億円

流域下水道
維持管理負担金

５．１億

減価償却費等
６．４億円

支払利息　０．４億円

他会計負担金　１．１億円
※うち基準外繰入金１億円

国庫補助金　０．２億円

純利益　０．０３億円

下水道使用料
８．９億円

長期前受金戻入
３．５億円

特別利益等　０．２億円

本来は、受益者負担の
考えに基づき下水道使
⽤料として収入すべき部
分ですが、収入の不⾜分
について市の税収等から
補てんを受けていました。

市の計画である第9次⾏財政
改革において「特別会計等の
健全化」として、市の財政が厳
しい中、⾃⽴的な運営により、
基準外繰入⾦が０であること

が求められています。
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② 新規繰⼊⾦の検討について
（１）分流式下水道等に要する経費

・本市は分流式下水道であるため、繰出基準である「分流式下水道等に要する経費」の対象となり、汚水処
理原価が150円/㎥を超える部分について、少なくとも150円/㎥の下水道使⽤料収入を充てても不⾜する
経費が基準内繰出の対象となります。
・本市は2027（令和９）年度から汚水処理原価が150円を超えることが⾒込まれている（次ページに資
料を再掲）ため、適正な使⽤料の水準について、一般会計と下水道事業との間で協議を実施しました。

出典︓国⼟交通省関東地方整備局ホームページ 「上下水道の経営基盤強化に関する研究会 第２回資料03」
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000973368.pdf)

公営企業の経営に当たって
の留意事項について（平成26
年８⽉29⽇付総務省通知)

（中略）⑦ 下水道事業にお
ける使⽤料回収対象経費に
対する地方財政措置につい
ては、最低限⾏うべき経営努
⼒として、全事業平均水洗
化率及び使⽤料徴収⽉
3,000円／20㎥を前提とし
て⾏われていることに留意する
こと。
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② 新規繰⼊⾦の検討について
（２）分流式下水道に係る繰⼊⾦の課題

・下水道事業としての検討及び一般会計との協議を踏まえた上で、①受益者負担にならないこと、②内部留
保資⾦が増えず企業債残⾼が⾼くなること、 ③市財政の負担が増えること、の３点が課題となります。
・協議の結果として、分流式下水道に係る繰入⾦は、下水道にかかる費⽤に対して下水道の使⽤者以外が
納めた市税収入も財源とする構造であること、市財政が非常に厳しい中で新規の繰り出し⾦を⽀出すること
は困難であること、以上の２点の理由から、今回の改定における検討では採⽤しないことになりました。

145 150 153 153 158 172 175 176 179 180 

0

50

100

150

200

汚水処理原価の推移⾒込み

（年度）

（円、税抜）

出典︓第2回審議会資料より

⼤半の事業体が、分流式下水道に係る繰入と
合わせて基準外繰入を実施することで純利益を
確保している実態があります。
（第３回審議会資料①繰入⾦関連より）

課題①
本繰入は水質保全効果が⾼い代わりに割⾼である分流式に係る経費の一部

を受益者負担から除く趣旨ですが、費⽤負担の構造は「下水道使⽤者の使⽤
料による負担」が「市全体の市税による負担」に置き換わるものとなっており、現在
検討している使⽤料改定については、⾬水公費、汚水私費の原則に基づくもので
す。

課題②
本繰入は損益が均衡し純利益が０となる水準での繰入となるため、ストックマネ

ジメントや耐震化計画に基づき⽼朽化対策の事業費が増加する今後の経営に
おいて、公営企業として利益を計上し内部留保資⾦に積むことが出来なくなりま
す。（また、企業債の借り入れに依存した経営となり起債残⾼が⾼くなります）

課題③
基準に基づく繰り入れのため元利償還⾦に対する交付税措置が多少は⾒込め

るものの、⾦利も非常に⾼い状況にある中で、今後ますます厳しくなる市財政にお
いて下水道事業に対する新規の財源を確保することは困難であること。

分流式下水道に係る繰⼊⾦の課題



下水道使用料の改定案について

２０２５（令和７）年１０月
四街道市 上下水道部

資料③
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① 前回までの振り返り
（１）今後の経営の⾒込み（再掲）

・2023(令和５）年４⽉の下⽔道使⽤料改定により、税からの補てんである基準外繰⼊無しで⿊字経営と
なりました。しかし、今後は経費の増加により⾚字経営が続くと⾒込んでおり、現在の下⽔道使⽤料を維持し
た場合、2030（令和12）年度には資⾦残⾼がマイナスとなり事業の継続が困難となる⾒込みです。
・汚⽔事業の企業債残⾼割合についても、2032（令和14）年度には上限目標である300％に達する⾒
込みで、これ以上の企業債借⼊は後年度への負叕が過⼤となると考えています。
・経営戦略において４年ごとに適正な下⽔道使⽤料の⽔準を検討することとしており、本検討では2027
（令和９）年度からの４年間を下⽔道使⽤料の算定期間としています。

（単位︓百万円、税抜き）

2034203320322031203020292028202720262025202420232022※使⽤料改定
しない場合 R16R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4

▲324▲326▲315▲334▲334▲220▲157▲138▲100▲6838453純利益

▲1,081▲844▲630▲365▲15088308607627564492407137資⾦残⾼

9349449549679749849931,0051,0111,0211,0221,006887使⽤料収⼊

141基準外繰⼊

581 587 594 602 607 548 553 561 548 554 509 505 513 流域下⽔道維持
管理費負叕⾦

337%320%304%280%258%237%218%197%187%190%188%195%236%汚⽔企業債残⾼
（使⽤料割合）

下⽔道使⽤料算定期間 資⾦残⾼マイナス18%の使⽤料改定を実施

実績 推計 5年ごとに維持管理費
改定が⾒込まれる
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① 前回までの振り返り
（２）改定した場合の経営の⾒込み（再掲）

・経営戦略における財政推計の結果、使⽤料算定期間において資⾦残⾼目標である７億円を確保するた
めには、2027（令和９）年度に平均改定率23％で使⽤料改定を実施する必要があります。
・汚⽔事業の企業債残⾼割合についても、上限目標である300％に達することがなくなり、企業債借⼊と使
⽤料収⼊でバランスの取れた財源構成となります。
・次の使⽤料算定期間となる2031（令和13）年度以降については、今後の経営の状況を踏まえて、再度
審議会での審議等を経て使⽤料の改定を検討していく予定です。

（単位︓百万円、税抜き）

2034203320322031203020292028202720262025202420232022※使⽤料改定を
⾒込んだ場合 R16R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4

68228▲11067194▲100▲6838453純利益

1,1691,076958886759773767839627564492407137資⾦残⾼

1,2641,2771,2911,3081,1981,2101,2211,2361,0111,0211,0221,006887使⽤料収⼊

141基準外繰⼊

581 587 594 602 607 548 553 561 548 554 509 505 513 流域下⽔道維持
管理費負叕⾦

249%236%225%207%210%193%177%161%187%190%188%195%236%汚⽔企業債残⾼
（使⽤料割合）

下⽔道使⽤料算定期間

実績 推計 ４年ごとに使⽤料改定を⾒込む

資⾦残⾼
7億円の確保
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② 下⽔道使⽤料改定の考え⽅
（１）使⽤料改定案の算定⼿順

本審議会における下⽔道使⽤料改定については、⽇本下⽔道協会が発⾏した『下⽔道使⽤料算定の基
本的考え方』及び国等の最新通知を参考に、以下の手順で算定しています。

①2024(令和6)年度に改定した経営戦略の投資・財政計画を⽤います。
②使⽤料算定期間は2027(令和9)年から2030(令和12)年の4年間※
とします。
※経営の⾒通しの確実性などから、３年から５年程度の期間とすることが
適当であるとされています。

①財政計画の策定
②使⽤料算定期間の設定 ①第１回審議会資料︓

下⽔道事業経営戦略、
第２回審議会資料︓
下⽔道事業の経営について

③使⽤料算定期間において使⽤料として収⼊すべき使⽤料対象経費を算
出します。
④使⽤料対象経費に対して不⾜している使⽤料の平均改定率を算出しま
す。
⑤上記の平均改定率による資⾦残⾼等の⾒込みと経営目標を⽐較し、
平均改定率（使⽤料対象経費）を調整します。

③使⽤料対象経費の算出
④平均改定率の算出
⑤平均改定率の調整

③〜⑤本資料P.5︓
使⽤料対象経費の算出

⑥調整後の使⽤料対象経費を性質によって分解し、基本使⽤料と従量使
⽤料に分配します。
⑦分配した使⽤料対象経費に基づき使⽤料体系を作成し、現⾏の使⽤
料体系と調整して最終的な使⽤料体系を決定します。

⑥使⽤料対象経費の分解と分配
⑦使⽤料体系の調整

⑥本資料P.７、８︓
使⽤料対象経費の
分解と分配①、②
⑦本資料P.９︓
使⽤料体系の調整

※参考：公益社団法人日本下水道協会（2017）『下水道使用料算定の基本的考え方』

下水道使用料の算定手順 資料の該当ページ
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② 下⽔道使⽤料改定の考え⽅
（２）使⽤料対象経費の算出

・『下⽔道使⽤料算定の基本的考え方』に基づく損益収支方式により、2024(令和6)年度に改定した経営
戦略の財政計画を⽤いて使⽤料対象経費を算出すると、50％の平均改定率が必要となります。
・平均改定率の低減のため、使⽤料算定期間における資⾦残⾼７億円を目標として、資⾦収支方式により
平均改定率を算出すると23％となります。

使⽤料
対象経費 変動費固定費需要家費

896,8652,255,799254,8393,407,503維持管理費

2,540,3952,540,395資本費

2,395,4182,395,418減価償却費等

144,977144,977⽀払利息

896,8654,796,194254,8395,947,898合計

（単位︓千円）

使⽤料対象経費（損益収⽀）
5,947,898千円

使用料対象経費（損益収支）

使⽤料対象経費（損益収⽀）
÷4年間使⽤料収⼊＝1.50

平均改定率の計算

使⽤料
対象経費 変動費固定費需要家費

896,8652,255,799254,8393,407,503維持管理費

144,977144,977⽀払利息

1,312,7611,312,761不⾜資⾦額

896,8653,713,537254,8394,865,241合計

使用料対象経費（資金収支）

・使⽤料対象経費とは、下⽔道使⽤料として収⼊すべき
経費のことで、

損益収⽀（総括原価）⽅式の場合は、維持管理費と
資本費（減価償却費及び支払利息）といった費⽤の積
み上げから、使⽤料として収⼊すべきでない経費や公的負
叕分を控除して算出した経費のこと。

資⾦収⽀⽅式の場合は、維持管理費や事業費等の現
⾦支出を積み上げて算出した必要最低限の経費のこと。

（単位︓千円）

使⽤料対象経費（資⾦収⽀）
4,865,241千円

使⽤料対象経費（資⾦収⽀）
÷4年間使⽤料収⼊＝1.23

現在の下⽔道使⽤料を継続した場合の４年間の使⽤料収⼊総額
3,955,480千円
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② 下⽔道使⽤料改定の考え⽅
（３）算出⽅式によるメリットとデメリット

・事業経営の安定と将来に渡る費⽤負叕の公平のため、損益収支（総括原価）方式が推奨されています
が、現在の使⽤料⽔準から⼤幅な改定となります。
・近年の物価⾼騰等による使⽤者負叕増加を踏まえて、本改定案では、平均改定率の低い資⾦収支方式
を採⽤しています。

資⾦収⽀⽅式損益収⽀（総括原価）⽅式

実際に必要となる事業資⾦に着目した方式で、
維持管理費や⼯事費等の現⾦支出を積み上げて
算出する方式のこと。

『下⽔道使⽤料算定の基本的考え方』に記載さ
れている方式で、維持管理費と資本費（減価償
却費及び支払利息、資産維持費）といった全ての
費⽤を積み上げて、使⽤料として収⼊すべきでない
経費や公的負叕分を控除して算出する方式のこと。

概要

23％50％平均改定率

使⽤料算定期間において必要な資⾦を対象とし
ているため、改定の要因が明確で、平均改定率も
低くなる。

非現⾦性の費⽤である「減価償却費」や、施設
整備当時の事業費から将来の更新時の事業費増
加に対する使⽤者負叕の公平性を図る目的の「資
産維持費」が含まれており、財源として手厚くなって
いる。

メリット

将来的な更新需要が現在の使⽤料に盛り込ま
れていないため、事業費が平準化されていない場合、
使⽤料負叕の先送りとなる場合がある。

十分な財源確保が図れる一方で、その財源は下
⽔道使⽤料に求めることになるため、使⽤料⽔準
が⾼くなる。

デメリット

⽔道事業において推奨される資産維持費3%を
計上した場合、平均改定率は約62%となり、非
常に⼤きな改定になる。

留意点

使用料対象経費（損益収支）
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② 下⽔道使⽤料改定の考え⽅
（４）使⽤料対象経費の分解と分配①

・使⽤料対象経費は、需要家費と固定費と変動費に分解され、基本使⽤料と従量使⽤料に分配されます。
・使⽤料対象経費の⼤半を占める固定費は、その固定的な性格上、基本使⽤料により多く分配されるべき
ですが、⼩⼝使⽤者の負叕が重くなるため従量使⽤料に多く分配されています。
・本改定では、⼤⼝使⽤者への過度な負叕増加は公平性を損なうことにもなるため、2024（令和6）年度
決算の下⽔道使⽤料における基本使⽤料と従量使⽤料の割合を参考に固定費の分配率を決定しました。

使
⽤
料
対
象
経
費

需要家費

下⽔汚⽔量とは関係なく、下⽔道使⽤者（需要
家）数に応じて増減する経費

例︓⽔量の検針にかかる費⽤等

固定費

下⽔道施設の規模に対応して固定的に要する経費

例︓維持管理費（変動的部分を除く）、減価償
却費、支払利息等

変動費

下⽔汚⽔量に応じて変動的に発⽣する経費

例︓維持管理費（変動的部分）等

基本使⽤料

従量使⽤料

現在の使⽤料体系に
おける固定費の分配率

基本使⽤料︓30％
従量使⽤料︓70％

本改定における
固定費の分配率※

基本使⽤料︓35％
従量使⽤料︓65％

※現在の下⽔道使
⽤料収⼊の割合を維
持することを目標とし
ています。
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② 下⽔道使⽤料改定の考え⽅
（５）使⽤料対象経費の分解と分配②

・使⽤料対象経費の分配について、経費の性質に応じて需要家費及び固定費の100%を基本使⽤料に分
配すると経費全体の82%が基本使⽤料となり⾼額※になります。（※税抜基本使⽤料︓2,314円）
・基本使⽤料の抑制のため、固定費の35%を基本使⽤料に、65%を従量使⽤料に分配すると、対象経費
全体の32%が基本使⽤料となります。

従量使⽤料
896,865千円

（経費全体の18％）

使用料対象経費（資金収支）

需要家費
254,839千円

対象経費の分配後
（固定費を基本に分配）

対象経費の分配後
（固定費を基本と従量に分配）

基本使⽤料
（需要家費+

固定費の35%）
1,554,577千円

（経費全体の32％）

従量使⽤料
（固定費の65%+

変動費）
3,310,664千円

（経費全体の68％）

固定費の35%
（基本使⽤料分）
1,299,738千円

固定費の65%
（従量使⽤料分）
2,413,799千円

固定費
3,713,537千円

変動費
896,865千円

基本使⽤料
（需要家費+

固定費の100％）
3,968,376千円

（経費全体の82％）



差額改定案(調整後)差額改定案(調整前)⾦額(現⾏)排除汚⽔量使⽤料区分

77.0円1,001.0円77.0円1,001.0円924.0円－基本使⽤料
49.5円82.5円91.3円124.3円33.0円1〜10㎥従量使⽤料

（１㎥あたり） 11.0円143.0円△7.7円124.3円132.0円11〜20㎥

11.0円165.0円△29.7円124.3円154.0円21〜30㎥

11.0円187.0円△51.7円124.3円176.0円31〜50㎥

11.0円220.0円△84.7円124.3円209.0円51〜100㎥

11.0円242.0円△106.7円124.3円231.0円101〜500㎥

11.0円264.0円△128.7円124.3円253.0円501〜1000㎥

11.0円286.0円△150.7円124.3円275.0円1,001㎥〜

② 下⽔道使⽤料改定の考え⽅
（６）使⽤料体系の調整

・従量使⽤料は汚⽔量に応じたものであるため、理論的には汚⽔量に応じて一律とすることが望ましいと考え
られますが、一般家庭等の⼩⼝使⽤者の使⽤料が急激な上昇となるため、現⾏の使⽤料体系をもとに一律
で１１円の負叕増加とすることで⼩⼝使⽤者の負叕を軽減しています。
・１〜１０㎥の暫定的な区分単価については、１１㎥以降と対応する⽔準まで引き上げるべきところですが、
値上げ幅が⼤きくなるため、本改定においても暫定的な区分単価にとどまっています。

（消費税込み）

9

下水道使用料体系の調整

参考︓累進度 ⼤⼝使⽤者に対してどの程度割⾼な使⽤料負叕を求めているかの目安となります。

現⾏の使⽤料体系の累進度は、暫定的区分単価の影響もあり、
区分あたりの最⾼単価275円 ÷ 最低単価33円 ≒ 8.3

調整後の使⽤料体系案の累進度は、
⽔量区分当たりの最⾼単価286円÷最低単価82.5円≒ 3.5

現⾏の従量料⾦から
一律の負叕増加

理論的には一律となることが望ましい

暫定的区分単価の
段階的廃止
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③ 下⽔道使⽤料の改定案
（１）使⽤料改定案の概要

・本改定案では、年間を通して適正な運転資⾦を確保するため、令和９年４⽉より下⽔道使⽤料収⼊を
平均で23%引き上げることとしています。
・使⽤料体系については、 2023（令和５）年度に実施した前回使⽤料改定時の基本⽔量制廃止に伴う
暫定的区分単価である１〜１０㎥を除いて、利⽤者間の負叕の公平を図るとともに⼩⼝使⽤者の負叕軽
減を考慮し、従量使⽤料を一律の⾦額で改定しています。

差額
改定案現⾏

使⽤料区分
⾦額排除汚⽔量⾦額排除汚⽔量

77.0円1,001.0円－924.0円－基本使⽤料

49.5円82.5円1〜10㎥33.0円1〜10㎥従量使⽤料
（１㎥あたり） 11.0円143.0円11〜20㎥132.0円11〜20㎥

11.0円165.0円21〜30㎥154.0円21〜30㎥

11.0円187.0円31〜50㎥176.0円31〜50㎥

11.0円220.0円51〜100㎥209.0円51〜100㎥

11.0円242.0円101〜500㎥231.0円101〜500㎥

11.0円264.0円501〜1000㎥253.0円501〜1000㎥

11.0円286.0円1,001㎥〜275.0円1,001㎥〜

暫定的区分単価
の段階的廃止

※一か⽉あたり、税込

現⾏の従量料⾦から
一律の負叕増加

現行の使用料体系と改定案の比較
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③ 下⽔道使⽤料の改定案
（２）実際の使⽤料請求額

・代表的な排除汚⽔量を⽤いて、現⾏の使⽤料体系と改定案の使⽤料請求額を⽐較すると、下表のとおり
です。
・暫定的区分単価の段階的廃止の影響で、１０㎥については改定率が⾼いものとなっています。
・現⾏と改定案の下⽔道使⽤料を市内一般家庭の平均的な汚⽔量である１か⽉あたり20㎥で⽐較すると、
１か⽉あたり682円の負叕の増加となります。

改定率差額改定案使⽤料現⾏使⽤料排除汚⽔量

8.3%77円1,001円924円0㎥

45.6％572円1,826円1,254円10㎥

26.5％682円3,256円2,574円20㎥

15.4％902円6,776円5,874円40㎥

8.6％1,562円19,646円18,084円100㎥

5.4％5,962円116,446円110,484円500㎥

4.8％11,462円248,446円236,984円1,000㎥

※一か⽉あたり、税込現行の使用料請求額と改定案の比較



③ 下⽔道使⽤料の改定案
（３）使⽤料⽔準の他団体⽐較

・ 2025（令和７）年10⽉時点の四街道市の下⽔道使⽤料は千葉県平均とほぼ同額ですが、平均改定
率23%で改定を実施した場合、千葉県平均及び2023（令和５）年時点の全国平均を上回ります。
・直近で使⽤料改定を実施している酒々井町や館⼭市と本市改定案の使⽤料は近い⾦額となっており、今
後、下⽔道事業の基準外繰⼊削減などが進む中で、近隣事業体も近い使⽤料⽔準になると考えられます。
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千葉県内の下⽔道使⽤料⼀覧
（20㎥/月、税込）（円）

※令和７年10⽉時点⾒込み
全国平均のみ令和6年3⽉時点

出典︓各市町村ホームページ、e-Stat（令和5年度地方公営企業決算状況調査）

※令和7年10⽉改定予定を反映済み
（市原市︓16.9％、館⼭市︓28.0％）

※印旛管内の事業体を⻩⾊で表⽰しています

※令和９年４⽉改定案を反映済み
（四街道市︓23.0％）
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③ 下⽔道使⽤料の改定案

経費回収率
（R5決算）

改定前の下⽔道使⽤料
(20㎥/⽉、税込)※改定時期平均改定率改定事務の進捗市町村名

42.5%2,660円（改定前）R7.1028.0%議決済館⼭市
83.8%2,140円（改定前）R7.1016.9%議決済市原市
94.4%2,310円R8.415.7%審議会で審議中野田市

108.3%2,140円R8.413.6%議決済千葉市
94.4%2,453円R8.46.0%審議会答申書より我孫子市
88.3%2,344円R812.5%審議会で審議中袖ケ浦市
93.4%2,211円R8.10ー経営戦略改定中船橋市
98.0%2,750円R8.10ーR6改定経営戦略八街市

100.4%2,574円R9.423.0％審議会で審議中四街道市
100.1%1,980円R924.5%R6改定経営戦略成田市
98.2%2,714円R9ー経営戦略改定中東⾦市

110.6%1,848円R9ーR7改定経営戦略浦安市
105.3%2,750円R910.0%R6改定経営戦略君津富津広域下⽔道
96.4%2,200円R915.0%R6改定経営戦略流⼭市
26.9%2,420円R930.0%R6改定経営戦略長⽣村
83.9%2,530円R1025.0%R6改定経営戦略香取市
97.9%2,634円R10ーR6改定経営戦略市川市

100.0%2,698円R10ーR5改定経営戦略鎌ケ谷市

・千葉県内の多くの事業体が下⽔道使⽤料の改定を検討している状況にあります。
・経費回収率が100%を下回っている場合、汚⽔処理にかかる経費を下⽔道使⽤料で回収できていないた
め、費⽤削減や収⼊増加といった経営改善に取り組む必要があります。

※令和7年8⽉時点
（各市町村ホーム
ページ等より）

（４）県内事業体の使⽤料改定⾒込み


